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　佐渡汽船株式会社は、新型コロナウイルス感染症の影響で４月以降、旅客や輸送需要が大きく低迷し深
刻な状況が続いている。
　さらに、平成27年（2015年）、直江津－小木航路に導入した高速カーフェリー「あかね」の失敗も加わり、
佐渡汽船は、本年の通期の連結業績で最終赤字が38億円に膨らむ見通しとなった。本年８月12日に公開さ
れた2020年12月期第２四半期決算短信で債務超過に陥ることが明らかになり、債務超過を解消するため
に行政支援を求めている。
　本年７月７日には、突然、経営改善策として直江津－小木航路の高速カーフェリー「あかね」の売却とリー
ス契約のジェットフォイルによる新たな運航等を提示した。その後、関係者間で協議を続け、10月23日の新
潟県知事、佐渡市長、上越市長、佐渡汽船の４者によるトップ会談で令和３年は「あかね」に代わり、新潟－
両津航路で就航しているジェットフォイル１隻を就航させる体制としつつも、早い時期に貨物輸送が可能な
カーフェリーの導入を進めることを条件に合意した。
　佐渡市は佐渡汽船に対し、近年では平成26年（2014年）に新潟－両津航路で就航したカーフェリー「と
きわ丸」に21億円、平成27年（2015年）に直江津－小木航路で就航した高速カーフェリー「あかね」に
８億１千万円の建造費を行政支援しているが、新潟県は船舶建造費に対して支援していない。
　今回の債務超過は、コロナ禍という不測の事態ではあるが、離島ハンディをもつ佐渡市として航路事業者
へ行政支援を続けるには限界がある。
　よって、佐渡航路の在り方について、下記の事項を真摯に取り組むことを強く求める。
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記
1�　佐渡航路は、もともと３事業者が運航しており、新潟県が事業者間の激しい争いを仲裁し、昭和７年
（1932年）に県が半額を出資する半官半民会社として離島航路を安定させるために佐渡汽船株式会社を
誕生させたという経緯がある。
　�　平成18年の３億７千万円の債務超過時は増資により回避したが、新潟県の持ち株比率は50％を下回る
こととなった。
　�　新潟県は、離島振興法等の立場での離島振興策、公共交通の航路に責任を持つ立場として、佐渡汽船
の株の保有の在り方や船舶建造費の支援など、主体的に取り組むことを強く求める。
2�　航路利用客が減少する中、航路の課題等を検討する佐渡航路確保維持改善協議会は重要な存在である。
各対岸市も一体となることで周遊観光が促進され、新潟県の振興策につながる。新潟県は、当協議会が航
路改善や発展策を議論する場となるよう、主体的に協議会の在り方の再検討を行うこと。
3�　離島と本土との格差是正や公共交通は、本来、国において十分な対応をすべきものである。今般のコロ
ナ禍による大幅な乗客減は事業者の存続を脅かす深刻な事態で、運賃の値上げや航行便数の減少など、
利便性の大幅な低下が危惧される。
　�　平成28年（2016年）４月に公布された有人国境離島法により島民の運賃低廉化が進められたが、離島
振興の観点からすれば、観光客など往来者への対応が急務であることから、国や県は、離島航路への抜本
的な対策を行うべきである。
4�　平成27年（2015年）、直江津－小木航路に就航した高速カーフェリー「あかね」の失敗により当初の計画
と大きく乖離し、年間約10億円の赤字となり、就航５年で売却しなければならない事態となった。
　�　また、平成29年（2017年）７月、佐渡汽船は経営改善として赤字の寺泊－赤泊航路から撤退を表明し、翌
年11月に廃止航路とした。この当時から、より赤字の多い直江津－小木航路の改善が最優先との指摘を
受けながら、抜本的な対応には至らず、結果として債務超過につながる事態を招いている。
　�　佐渡汽船の経営陣が招いた今のこの事態は、佐渡市民にとって許し難い事実であることから、佐渡汽船
には責任を明確に示すことを求める。
5�　佐渡航路全体の在り方をどうするかは、平成28年の寺泊－赤泊航路の問題時にも十分検討できるもの
であったにもかかわらず、議会にも相談もなく、その場しのぎでの対応をとった当時の佐渡市執行部にも
責任がある。
　�　また、現在、佐渡汽船には佐渡市からの社外取締役がおり、佐渡島民の立場で経営に参画できる資格を
持ちながら、どのような発言がなされたのかも全くわからず今回の事態を招いてしまったことは誠に遺憾
である。
　�　佐渡航路の在り方は、島民の暮らしや経済にとって極めて重要な生命線であることから、佐渡市は、抜本
的な改善策が生み出せるよう新潟県をはじめ、関係機関と十分な検討と対応を強く求める。
以上、決議する。

令和２年12月４日　新潟県佐渡市議会
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11月27日議員全員協議会（佐渡汽船が現状を説明）



4 令和2年12月定例会

条例案４件、予算案６件（うち１件は修正可決）、決算の認定14件、その他の議案７件を可決条例案４件、予算案６件（うち１件は修正可決）、決算の認定14件、その他の議案７件を可決
所管の常任委員会の主な議題の審査経過所管の常任委員会の主な議題の審査経過

第9回（12月）
定例会

12月４日～22日開催

常任委員会トピックス常任委員会トピックス

総務
文教
常任委員会

全国大会出場等の補助について
　第４回CBS少年軟式野球「6年生選抜大会」の全国大会に出

場する佐渡市選抜チームへの支援策は、保護者、関係者などと大きな開きがある。
コロナ禍の中、全国大会出場を勝ち取ったことは大変な快挙で、選手・保護者及
びチーム関係者が安心して大会に臨めるよう、しっかり支援するべきと意見が一
致した。今後は、全国大会出場等の補助について一定の基準を設けるべきとの意
見を付け、委員会で増額予算修正案を決め本会議で可決された。

議会による
予算修正

小学6年生野球チーム「オール佐渡」

陳情第20号　市民説明会（防災拠点庁舎建設）の開催を求める陳情
　防災拠点庁舎建設についての市民説明会は８月に10か所で開催されている。9月定例会では基本設計予
算について連合審査を行い、予算が可決された。11月から市長が市内各地で意見交換会を開始し、庁舎の
説明もしており、今後も市内全域で継続して行われることになっている。また、１月発行の「市報さど」
に市民から寄せられた疑問点を説明する記事を掲載予定であること、１月22日から基本設計（案）を示し、
市民からパブリックコメントにより意見を募集する予定であること、３月中にはパブリックコメント後に
修正した基本設計と地質調査結果も含めた構想をホームページや本庁、支所・行政サービスセンター、図
書館等で閲覧できるように対応するとしていることからも市民説明についての執行部の姿勢は怠りないも
のと考える。
　市民に対して十分な説明を尽くすべきとの認識は全委員共有するものである。しかし、本陳情では説明
会の回数を特定していないこともあり、その捉え方について委員間で意見の違いがあった。その手法につ
いての考え方が異なっており、審査の結果賛成少数で不採択となった。（審査報告）


